
建設工事等の発注事務等に関する

京都府発注担当職員行動指針

平成２４年９月５日策定

第１章 発注担当職員の心構え

１ 発注担当職員は、地方公務員法、京都府職員服務規程、京都府地方機関処務規

程、京都府発注事務に関する職員倫理規程、職員の綱紀の保持に係る依命通達そ

の他の関係法令等に加え、この行動指針を遵守することにより、公表前における

予定価格、最低制限価格、競争参加業者名、設計価格及びその他発注事務に関す

る秘密の漏えいを防止するとともに、府民の疑惑や不信を招くことのないように

しなければならない。

２ 発注担当職員は、発注事務に関する秘密を漏えいすることのないよう十分に注

意するものとし、予定価格の事後公表（入札実施後の公表をいう。以下同じ。）

をする建設工事については、起工伺いに際し当該建設工事の設計価格を知り、又

は推測できる情報を得たときから、落札者が決定されるときまでの間においては、

特別の注意を払わなければならない。

第２章 定義

１ この行動指針において「発注事務」とは、京都府の建設工事等（建設工事及び

測量等業務委託をいう。以下同じ。）の発注における設計図書の作成、設計価格、

予定価格及び最低制限価格等の作成、契約の方法の選択、入札参加要件の設定、

指名業者の決定、契約相手方の決定その他の事務をいう。

２ この行動指針において「発注担当職員」とは、発注事務を担当する職員をいう。

３ この行動指針において「業界関係者」とは、京都府の建設工事競争入札参加資

格者名簿及び測量等業務競争入札参加資格者名簿（以下「有資格者名簿」という。）

に記載されている事業者の役員、従業員、代理人その他これらに準じる者並びに

有資格者名簿に記載されていない事業者のうち、現に京都府と契約している建設

工事等の請負者及び受託者並びに下請負者及び業務の一部を再委託された者又は

積算事務において依頼により見積りを行った者である資機材メーカー等の役員、

従業員、代理人その他これらに準じる者（それらの者が、自己の利益を図るため、

発注担当職員以外の職員（以下「担当外職員」という。）をして当該担当外職員

の影響力を発注担当職員に対して行使させる場合においては、当該担当外職員を

含む。）をいう。

４ この行動指針において「働きかけ」とは、業界関係者が発注担当職員に対し、

次に掲げる行為を求める行為で建設工事等に係る公正な事務の実施を妨げるおそ

れのあるものを行うことをいう。

(1) 法令等に違反する行為

(2) 発注事務に関する秘密を漏えいする行為

(3) 職務を行う上で特定の業界関係者を有利又は不利に取り扱う行為（不作為を

含む。）



第３章 業界関係者との接触の規制

１ 発注担当職員は、職務上特に必要な場合を除き、業界関係者と接触（面会、電

話、メール、ＦＡＸ等その手段は問わない。以下同じ。）をしてはならない。

２ 私的な関係（職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。）にあ

る業界関係者との接触については、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯

及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等を考慮して、公正な職務の

執行に対する府民の疑惑や不信を招くおそれがないことが明らかであると認めら

れるものに限り、１の規定の例外とする。

３ 予定価格の事後公表をする建設工事に係る発注担当職員は、起工伺いに際し当

該建設工事の設計価格を知り、又は推測できる情報を得たときから、落札者が決

定されるときまでの間において、業界関係者と接触した場合は、８に準じ接触等

記録票の作成等を行わなければならない。

４ 発注担当職員は、公私を問わずいかなる状況においても、業界関係者から働き

かけと疑われる行為があった場合は、当該業界関係者に対して、この行動指針の

働きかけに該当する可能性がある旨を伝え、直ちに接触を中止するとともに、発

注担当職員の所属長（以下「所属長」という。）に報告を行わなければならない。

５ １から４までの規定は、当該行為の相手方が業界関係者である限り、当該相手

方が府の退職者であるか否かにかかわらず適用されるものとする。

６ 発注担当職員は、１から５までの規定の適用について疑義が生じた場合は、所

属長に相談し、その指示に従わなければならない。

７ 発注担当職員は、業界関係者と職務上特に必要な接触をするときは、次のこと

を遵守しなければならない。

(1) 業界関係者との接触は、次に掲げる場所で行うこと。

ア 庁舎内にあっては、執務室以外の会議室等。ただし、諸事情により執務室

で行う場合は、パーティション等で区画するなど、適切な情報保全のための

措置をとった場所

イ 庁舎外にあっては、建設工事等の現場等の業務上必要な場所

(2) 業界関係者との接触は、原則として複数の発注担当職員で行うこと。

(3) 接触する業界関係者に対して、接触等記録票を作成することをあらかじめ伝

えること。

８ 発注担当職員は、７により業界関係者と接触を行ったときは、次の対応をとら

なければならない。ただし、建設工事等の監督業務に係る接触については、請負

工事等監督要領によるものとする。

(1) 接触内容等を接触等記録票（別紙様式）に記録すること。

(2) 作成した接触等記録票により所属長に報告を行うこと。

(3) 報告済の接触等記録票を担当所属において５年間保存すること。

第４章 その他の規制等

１ 発注担当職員は、この行動指針の遵守状況について常に自己点検を行うととも

に、研修への参加等を通じて倫理意識の向上に努めなければならない。

２ 発注担当職員は、職務上特に必要がある場合を除き、他の職員に対して発注事

務に関する秘密を提供してはならない。



第５章 本行動指針の実効性の確保のための取組

１ 所属長は、所属の発注担当職員一人ひとりに対し、研修をはじめ機会のあるご

とにコンプライアンスの確保に関する意識啓発を行うことにより、府民全体の奉

仕者であること及び自らの行動が公務の信用に影響を及ぼすことを自覚させるよ

うにしなければならない。

２ 所属長は、長期にわたって同一事務に従事すること及び特定の発注担当職員に

権限が集中することは、不適正な事務執行につながるおそれがあることを踏まえ、

発注担当職員の事務分担の定期的な変更及び特定の発注担当職員への権限集中の

防止をしなければならない。

３ 所属長は、発注担当職員からこの行動指針に関して相談等を受けた場合は、必

要な指導及び助言を行わなければならない。

４ 所属長は、常に発注担当職員が特定の者と府民の疑惑や不信を招くような関係

を持つことがないかどうかを確認し、必要に応じて、発注担当職員のコンプライ

アンスの確保に関し、指導及び助言を行わなければならない。

５ 所属長は、各所属に入札コンプライアンス管理指導チーム
*1

を設置し、発注担

当職員への日常的な指導を行わせるとともに、接触に係る記録や入札関係情報の

管理など各所属のコンプライアンス確保方策の実施状況の確認を行い、必要に応

じてその見直しをさせるものとする。

６ 所属長は、第３章４の規定により発注担当職員がこの行動指針の働きかけに該

当する可能性がある旨を伝えた後、更に当該業界関係者が働きかけと疑われる行

為を行った場合は、本庁部局長に報告しなければならない。この場合において、

関係部局は、当該業界関係者が属する事業者等に対しその内容に応じて指名停止

等の厳正な措置を講じるとともに、当該働きかけの内容についてホームページ等

で公表するものとする。

７ 所属長は、この行動指針に違反する行為があり、公正な事務の実施を妨げるお

それがあると認めた場合は、直ちに入札手続を中止しなければならない。

８ 本庁部局長は、建設工事等を発注する各部局に入札コンプライアンス管理指導

者
*2

を置き、各所属に設置された入札コンプライアンス管理指導チームと連携し

ながら、発注に係る部局のコンプライアンス対策とその実施について総括的な管

理指導を行わせるものとする。

９ 総務部長は、建設工事等の発注事務等に関し、定期的に各部局の綱紀保持方策

の実施状況について報告を求め、その実効性の確保に努めるとともに、コンプラ

イアンスの確保に関し、第三者委員会の評価・検証を受けながら、ＰＤＣＡサイ

クルを実施し、柔軟に、かつ、迅速に改善策を講じるものとする。

10 全ての職員は、職務上特に必要がある場合を除き、発注担当職員から発注事務

に関する秘密を入手しようとしてはならない。

11 全ての職員は、この行動指針が建設工事等の発注事務等についての適正な行動

基準を定めたものであり、故意に接触記録を報告しないことその他のこの行動指

針に違反する行為をすれば、懲戒処分指針に基づき免職、停職等の懲戒処分の対

象となり得ることを常に認識して行動しなければならない。

*1 入札コンプライアンス管理指導チームは、各所属において副課長相当以上の職の者で構成す

ることとし、員数は組織規模に応じて設定する。

*2 入札コンプライアンス管理指導者は、各部局の管理職のうち、建設工事等の起工伺いの決裁

ルート上に無い者から選定する。



（別紙様式）

平成 年 月 日

接 触 等 記 録 票

所属長 様

所属

職・氏名

次のとおり、業界関係者との接触等について報告します。

日時 平成 年 月 日 ： ～ ：

場所 □庁舎内 □庁舎外

相手方（業界関係者）の 所属：

所属・役職・氏名 役職： 氏名：

同席職員 □有（ ） □無

件名

打合せ等の内容


